
1213 令和5（2023）年5月号 令和5（2023）年5月号

※市内は、市外局番 0287を省略した表記にしています。

本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（中塩原1-2）

庁
舎
名

ス
ポ
ー
ツ

雇
用
・
資
格

文
化
・
教
養

く
ら
し

住
ま
い
・
環
境

福
祉

交
通
・
消
防

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
教
養

文
化
・
教
養

く
ら
し

住
ま
い
・
環
境

交
通
・
消
防

雇
用
・
資
格

福
祉

　
下
水
道
に
接
続
で
き
る
区
域
に
建
物
を
所

有
し
て
い
る
人
は
、
１
日
も
早

く
下
水
道
へ
の
接
続
工
事
を
お

願
い
し
ま
す
。

〈
下
水
道
利
用
の
利
点
〉

○
悪
臭
が
な
く
な
り
、
掃
除
が
簡
単
で
す

○�

蚊
や
ハ
エ
の
発
生
を
防
ぎ
、
地
域
の
環
境

衛
生
の
向
上
に
役
立
ち
ま
す

○
安
全
・
安
心
に
ト
イ
レ
を
使
用
で
き
ま
す

〈
接
続
工
事
は
指
定
工
事
店
に
〉

　
下
水
道
接
続
の
工
事
は
、
市
が
指
定
す
る

工
事
店
で
の
み
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
排

水
設
備
の
工
事
を
行
う
と
き
は
、
指
定
工
事

店
へ
直
接
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※�

指
定
工
事
店
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

認
で
き
ま
す
。

〈
工
事
資
金
の
融
資
を
あ
っ
せ
ん
し
ま
す
〉

　
接
続
工
事
の
費
用
負
担
が
軽
く
な
る
よ
う

に
、
市
内
金
融
機
関
か
ら
資
金
を
借
り
入
れ

る
と
き
の
利
子
を
市
が
負
担
す
る
融
資
あ
っ

せ
ん
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
融
資
あ
っ
せ
ん
限
度
額

　
改
造
工
事
１
件
に
つ
き
60
万
円

　
（
ア
パ
ー
ト
な
ど
は
80
万
円
）

　
下
水
道
・
農
業
集
落
排
水
に
接
続
で
き
な

い
汚
水
の
処
理
は
、
使
用
者
が
合
併
処
理
浄

化
槽
を
設
置
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
単
独
処
理
浄
化
槽（
ト
イ
レ
の
排
水
だ

け
を
処
理
す
る
浄
化
槽
）や
く
み
取
り
便
槽

で
は
生
活
雑
排
水
が
処
理
さ
れ
ず
に
放
流
・

浸
透
さ
れ
、
水
質
の
悪
化
を
招
き
ま
す
。

補
助
金
メ
ニ
ュ
ー
の
拡
大
!!

浄
化
槽
の
各
種
補
助
制
度

　
今
年
度
か
ら
、
単
独
処
理
浄
化
槽
の
撤
去

費
が
増
額
に
な
り
ま
し
た
。
補
助
金
を
活
用

し
た
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
を
お
願
い

し
ま
す
。

〈
①
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
補
助
金
〉

　
生
活
排
水
も
処
理
で
き
る
合
併
処
理
浄
化

槽
の
設
置
費
を
補
助
し
ま
す
。
く
み
取
り
、

単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処
理
浄
化
槽
に

替
え
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
人
は
、
ぜ
ひ

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
要
件

・�

公
共
下
水
道
事
業
計
画
区
域
と
農
業
集
落

排
水
処
理
区
域
を
除
く
地
域
に
設
置
す
る

も
の

・�

住
宅
に
設
置
さ
れ
る
処
理
能
力
10
人
以
下

の
も
の

・�

浄
化
槽
本
体
工
事
が
始
ま
る
前
に
申
請

し
、
来
年
3
月
8
日
ま
で
に
実
績
報
告
が

完
了
す
る
も
の

・�

設
置
場
所
に
住
所
を
置
き
、
継
続
し
て
住

む
こ
と
が
で
き
る
人

〈
②
宅
内
配
管
補
助
加
算
〉

　
家
屋
の
建
て
替
え
や
増
改
築
を
せ
ず
、
単

独
処
理
浄
化
槽
か
く
み
取
り
便
槽
を
合
併
処

理
浄
化
槽
に
替
え
る
場
合
は
、
宅
地
内
の
配

管
切
替
工
事
に
要
す
る
費
用
を
、
最
大
で

30
万
円
補
助
し
ま
す
。

〈
③
単
独
処
理
浄
化
槽
等
撤
去
費
補
助
金
〉

　
単
独
処
理
浄
化
槽
か
く
み
取
り
便
槽
を
撤

去
し
、
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
す
る
か
下

水
道
に
接
続
す
る
人
を
対
象
に
、
撤
去
費
の

浄化槽の規模
（住宅床面積）

①浄化槽
　設置整備
　事業補助金

②宅内
　配管補助
　加算

③単独処理
　浄化槽等
　撤去費補助金

5人槽
（130㎡以下） 332,000円

上限30万円

単独処理浄化槽
上限12万円

くみ取り便槽
上限10万円

7人槽
（130㎡超） 414,000円

10人槽
（2世帯住宅） 548,000円

※住宅床面積によって金額が変わります。

一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
要
件

・�

住
宅
に
設
置
し
て
あ
る
単
独
処
理
浄
化
槽

な
ど
を
撤
去
後
、
適
正
に
処
分
す
る
こ
と

・�

処
理
能
力
が
10
人
以
下
の
合
併
処
理
浄
化

槽
を
、
公
共
下
水
道
事
業
計
画
区
域
と
農

業
集
落
排
水
処
理
区
域
を
除
く
地
域
に
設

置
す
る
か
、
下
水
道
に
接
続
す
る
こ
と

▼
補
助
金
額

　

�

単
独
処
理
浄
化
槽
か
く
み
取
り
便
槽
の
撤

去
に
要
す
る
費
用（
最
大
12
万
円
）

〈
共
通
事
項
〉

　
詳
細
な
要
件
や
補
助
対
象
区
域
は
、
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
西
管
理
課�

☎（
37
）５
２
１
３

　
浄
化
槽
を
利
用
し
て
い
る
人
に
は
、
保
守

点
検
、
清
掃
、
法
定
検
査
を
定
期
的
に
行
う

こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

〈
保
守
点
検
〉

　

浄
化
槽
の
運
転
状
況
や
放
流
水
の
確
認
、

薬
剤
の
補
充
な
ど
を
行
い
ま
す
。
種
類
や
大

き
さ
に
応
じ
て
回
数（
一
般
家
庭
用
浄
化
槽

は
年
３
～
４
回
以
上
）が
決
め
ら
れ
て
い
ま

す
の
で
、
県
に
登
録
し
て
い
る
保
守
点
検
業

者
に
委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
浄
化
槽
の
清
掃
〉

　
浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る
と
浄
化
槽
内
に

汚
泥
が
た
ま
り
ま
す
。
年
１
回
以
上
汚
泥
を

抜
き
取
る
清
掃
が
必
要
で
す
。
許
可
清
掃
業

者
に
委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

保
守
点
検
業
者
・
清
掃
業
者

は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
西

管
理
課
で
確
認
で
き
ま
す
。

〈
法
定
検
査（
水
質
検
査
）〉

　
浄
化
槽
法
で
、
年
１
回
法
定
検
査
を
受
け

る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
法
定

検
査
は
、
保
守
点
検
や
清
掃
が
正
し
く
行
わ

れ
、
汚
れ
た
水
が
き
れ
い
に
な
っ
て
い
る
か

を
確
認
す
る「
浄
化
槽
の
定
期
健
康
診
断
」で

す
。
県
内
で
は
、（
一
社
）県
浄
化
槽
協
会
が

指
定
検
査
機
関
に
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
検
査
手
数
料　
３
３
０
０
円

▼
問
い
合
わ
せ

行
っ
て
い
ま
す
か
？

浄
化
槽
の
維
持
管
理
・
水
質
検
査

○
西
管
理
課�

☎（
37
）５
２
１
３

〈
法
定
検
査
の
指
定
検
査
機
関
〉

○(

一
社)

栃
木
県
浄
化
槽
協
会

�

☎
０
２
８（
６
３
３
）１
６
５
０

公
共
下
水
道
に
接
続
し
ま
し
ょ
う

　
ボ
ッ
チ
ャ
、ド
ッ
ヂ
ビ
ー
、さ
い
か
つ
ぼ
ー

る
な
ど
の
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
が
体
験
で
き
ま

す
。
事
前
申
し
込
み
は
不
要
で

す
。
気
軽
に
参
加
し
て
く
だ
さ

い
。

▼�

と
き

　
５
月
27
日
㈯　
午
前
９
時
～
正
午

▼�

と
こ
ろ

　
三
和
住
宅
に
し
な
す
の
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ

▼
対
象　
市
民
、
市
内
勤
務
・
通
学
者

▼
参
加
費　
無
料

▼
問
い
合
わ
せ

○
西
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課�

☎（
37
）５
４
３
９

ス
ポ
ー
ツ
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
祭

を
開
催
し
ま
す
！

　
ス
ポ
ー
ツ

　
文
化
・
教
養

市
民
大
学
連
携
講
座

〈
は
じ
め
て
の
沖
縄
三
線
教
室
〉

　
沖
縄
の
伝
統
的
な
楽
器
で
あ
る
三
線
を
体

験
し
ま
せ
ん
か
。
カ
ン
カ
ラ（
空
き
缶
）で
作

っ
た
カ
ン
カ
ラ
三
線
で
練
習
し
ま
す
。

▼�
と
き

　

�

６
月
10
日
㈯
・
24
日
㈯
・
７
月
８
日
㈯
・

22
日
㈯
・
29
日
㈯（
全
５
回
）

　
い
ず
れ
も
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

▼�

と
こ
ろ　
狩
野
公
民
館

▼�

対
象　
市
民

▼�

参
加
費　
３
５
０
０
円

▼
定
員　
10
人

※�

定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
。

▼
申
込
期
間　
５
月
９
日
㈫
～
19
日
㈮

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
狩
野
公
民
館�

☎（
37
）３
５
２
８

〈
郷
土
の
歴
史
探
訪
〉

　
関
谷
宿
の
歴
史
に
関
わ
り
の
あ
る
史
跡
・

古
道
を
歩
き
な
が
ら
郷
土
史
を
学
ぶ
、
健
脚

向
け
の
コ
ー
ス
で
す
。

▼�

と
き

　

�

６
月
11
日
㈰
・
７
月
23
日
㈰
・
９
月
３
日

㈰
・
10
月
22
日
㈰（
全
４
回
）

　
い
ず
れ
も
午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時

▼�

と
こ
ろ　
ハ
ロ
ー
プ
ラ
ザ（
集
合
）

※
現
地
ま
で
の
移
動
は
バ
ス
を
使
用
。

▼�

対
象　
市
民

▼�

参
加
費　
無
料

▼
定
員　
20
人

※�

応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
。

▼
申
込
期
間　
５
月
９
日
㈫
～
14
日
㈰

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
ハ
ロ
ー
プ
ラ
ザ�

☎（
35
）２
０
０
６

公
共
下
水
道
が
使
用
で
き
る

区
域
を
公
開
し
て
い
ま
す

　
下
水
道
が
使
用
可
能（
供
用
開
始
）と
な
っ

た
区
域
を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い

ま
す
。
新
た
に
使
用
可
能
と
な
っ
た
区
域
は

次
の
と
お
り
で
す
。

▼
使
用
可
能
と
な
っ
た
区
域

・�

黒
磯
地
区　
上
厚
崎
、埼
玉
、

若
草
町
、
島
方
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部
の
地
域

・�

西
那
須
野
地
区
　
西
三
島
5
丁
目
、
太
夫

塚
4
丁
目
、東
三
島
5
丁
目
、井
口
、石
林
、

下
永
田
6
丁
目
、
下
永
田
7
丁
目
、
緑
2

丁
目
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部
の
地
域

〈
使
用
開
始
区
域
に
な
る
と
…
〉

・�

速
や
か
に
下
水
道
に
接
続
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん

・�

く
み
取
り
ト
イ
レ
を
使
用
し
て
い
る
人

は
、
使
用
開
始
か
ら
３
年
以
内
に
水
洗
ト

イ
レ（
簡
易
水
洗
を
除
く
）に
改
造
す
る
こ

と
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す

※�

工
事
に
必
要
な
手
続
き
は
、
市
の
指
定
工

事
店
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
受
益
者
負
担
金
制
度
の
対
象
に
な
り
ま
す
〉

　
受
益
者
負
担
金
制
度
と
は
、
下
水
道
が
整

備
さ
れ
た
区
域
の
人
た
ち
が
下
水
道
建
設
費

の
一
部
を
負
担
す
る
制
度
で
す
。

▼�

金
額
　
土
地
の
面
積
に
対
し
、
１
㎡
当
た

り
の
負
担
金
額
を
乗
じ
て
得
た
金
額

▼
支
払
方
法　
５
年
間
に
分
割
し
て
納
付

※�

一
括
し
て
納
付
す
る
場
合
は
、
納
付
期
日

前
に
納
付
し
た
納
期
数
に
応
じ
て
報
奨
金

を
交
付
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
西
管
理
課�

☎（
37
）５
２
１
３

●固定資産税 第1期
●軽自動車税 第1期

～納税は便利な口座振替で～

5月の納税
5月31日㈬が納期限です

▼
返
済
方
法　
60
カ
月
以
内
の
元
金
返
済

▼
問
い
合
わ
せ

○
西
管
理
課�

☎（
37
）５
２
１
３


